
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

料金改定以外の取組みは困難である

・ ④知見やノウハウ不足により抜本的な改革の検討に至らないため

へき地の小規模自治体ゆえ手法が限られる・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

・ ⑦その他
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猿払村 下水道事業 漁業集落排水 ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成31年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


